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(57)【要約】
【課題】穿刺針が抜けているか否かを容易に確認するこ
とができる超音波診断装置を提供する。
【解決手段】超音波診断装置は、超音波プローブによる
超音波の走査面の三次元空間における位置を検出する走
査面位置検出部と、被検体に刺入される穿刺針１２の前
記三次元空間における位置を検出する位置センサと、前
記超音波プローブによる超音波の走査面において設定さ
れた基準点と前記穿刺針との前記三次元空間における距
離を、前記基準点が設定された前記走査面の前記検出さ
れた位置情報と前記位置センサによって検出された位置
情報とに基づいて算出する距離算出部と、距離算出部で
算出された距離の時間変化を示すグラフＧＲ１を表示部
６に表示させる図形表示制御部と、を備えることを特徴
とする。
【選択図】図７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検体に対して超音波の送受信を行なう超音波プローブと、
　該超音波プローブによる超音波の走査面の三次元空間における位置を検出する走査面位
置検出部と、
　前記被検体に刺入される穿刺針の前記三次元空間における位置を検出する位置センサと
、
　前記超音波プローブによる超音波の走査面において設定された基準点と前記穿刺針との
前記三次元空間における距離を、前記基準点が設定された前記走査面の前記検出された位
置情報と前記位置センサによって検出された位置情報とに基づいて算出する距離算出部と
、
　該距離算出部で算出された距離の時間変化を示す図形を表示部に表示させる図形表示制
御部と、
　を備えることを特徴とする超音波診断装置。
【請求項２】
　前記走査面位置検出部によって検出された位置情報に基づいて、前記基準点の三次元空
間における位置を特定し、該位置の情報を記憶部に記憶させる基準点特定部を備え、
　前記距離算出部は、前記距離の算出において、前記記憶部に記憶された前記位置情報を
用いる
　ことを特徴とする請求項１に記載の超音波診断装置。
【請求項３】
　前記走査面位置検出部によって検出された位置情報に基づいて、前記基準点の三次元空
間における位置を特定し、該位置の情報を記憶部に記憶させる基準点特定部を備え、
　該基準点特定部は、前記走査面位置検出部によって前記走査面の位置の変化が検出され
ると、変化後の前記走査面の位置情報に基づいて、前記記憶部に記憶された前記基準点の
位置情報を更新し、
　前記距離算出部は、前記距離の算出において、前記記憶部に記憶された最新の前記位置
情報を用いる
　ことを特徴とする請求項１に記載の超音波診断装置。
【請求項４】
　前記超音波プローブで取得された超音波のエコー信号に基づいて作成された超音波画像
において、操作者が前記基準点を指定する入力を行なう入力部を備えることを特徴とする
請求項１～３のいずれか一項に記載の超音波診断装置。
【請求項５】
　前記基準点は、前記超音波プローブによる超音波の走査面において予め設定された点で
あることを特徴とする請求項１～３のいずれか一項に記載の超音波診断装置。
【請求項６】
　前記穿刺針が刺入される目標位置を前記基準点として前記距離算出部によって算出され
た前記距離が、所定の閾値を超えたか否かを示す情報を報知する報知部を備えることを特
徴とする請求項１～５のいずれか一項に記載の超音波診断装置。
【請求項７】
　前記三次元空間は、前記被検体以外における所要の点を原点とする座標系の空間である
ことを特徴とする請求項１～６のいずれか一項に記載の超音波診断装置。
【請求項８】
　前記三次元空間は、前記被検体における所要の点を原点とする座標系の空間であること
を特徴とする請求項１～６のいずれか一項に記載の超音波診断装置。
【請求項９】
　前記図形は、前記基準点と前記穿刺針との距離の時間変化を示すグラフであることを特
徴とする請求項１～８のいずれか一項に記載の超音波診断装置。
【請求項１０】



(3) JP 2016-59481 A 2016.4.25

10

20

30

40

50

　前記図形は、距離を示す長尺状の図形と、該長尺状の図形において前記基準点の位置を
示す図形と、前記長尺状の図形において前記基準点と前記穿刺針との距離を示し、前記基
準点と前記穿刺針との距離の変化に応じて、前記長尺状の図形に対する位置が変わる指示
図形とを有することを特徴とする請求項１～８のいずれか一項に記載の超音波診断装置。
【請求項１１】
　被検体に対して超音波の送受信を行なう超音波プローブと、
　前記被検体に刺入される穿刺針の前記三次元空間における位置を検出する位置センサと
、
　プロセッサと、
　を備えることを特徴とする超音波診断装置であって、
　前記プロセッサは、
　前記超音波プローブによる超音波の走査面の三次元空間における位置を検出する走査面
位置検出機能と、
　前記超音波プローブによる超音波の走査面において設定された基準点と前記穿刺針との
距離を、前記基準点が設定された前記走査面の前記検出された位置情報と前記位置センサ
によって検出された位置情報とに基づいて算出する距離算出機能と、
　該距離算出機能で算出された距離の時間変化を示す図形を表示させる図形表示制御機能
と、
　をプログラムによって実行する
　ことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項１２】
　被検体に対して超音波の送受信を行なう超音波プローブと、
　前記被検体に刺入される穿刺針の前記三次元空間における位置を検出する位置センサと
、
　プロセッサと、
　を備える超音波診断装置の制御プログラムであって、
　前記プロセッサに、
　前記超音波プローブによる超音波の走査面の三次元空間における位置を検出する走査面
位置検出機能と、
　前記超音波プローブによる超音波の走査面において設定された基準点と前記穿刺針との
距離を、前記基準点が設定された前記走査面の前記検出された位置情報と前記位置センサ
によって検出された位置情報とに基づいて算出する距離算出機能と、
　該距離算出機能で算出された距離の時間変化を示す図形を表示させる図形表示制御機能
と、
　を実行させる
　ことを特徴とする超音波診断装置の制御プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、被検体に対して穿刺針が刺入される時に用いられる超音波診断装置及びその
制御プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　生体組織を採取する生検や、生体組織をラジオ波によって焼灼する焼灼治療を行なうた
めに、被検体に対して穿刺針を刺入することがある。超音波診断装置では、被検体の超音
波画像をリアルタイム（ｒｅａｌ　ｔｉｍｅ）で表示することができる。そこで、操作者
は、穿刺針の位置をリアルタイムの超音波画像によって確認しながら、被検体内における
腫瘍などの病変部や病変部と疑われる部位に穿刺針を刺入する（例えば、特許文献１参照
）。
【０００３】
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　超音波画像における穿刺針の位置をより明確に示すため、穿刺針の位置を示すインジケ
ータ（ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）が超音波画像に表示される超音波診断装置もある（例えば、
特許文献２参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１２－２４５０９２号公報
【特許文献２】特開２００５－３２３６６９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、穿刺針が、被検体において目標位置まで刺入された後に、例えば呼吸等によ
る生体組織の動きなどによって、徐々に抜けてくる場合がある。しかし、操作者は、穿刺
針が若干抜けた程度では、そのことに気付かない場合がある。特に、ラジオ波による焼灼
治療が行われている時、超音波画像において穿刺針を確認することができないため、穿刺
針が抜けていくことを確認することができない。また、穿刺針の先端部の位置を示すイン
ジケータが超音波画像に表示されても、操作者は、常に穿刺針及び前記インジケータを凝
視しているわけではないため、穿刺針が若干抜けた程度では、そのことに気付かない場合
がある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上述の課題を解決するためになされた発明は、被検体に対して超音波の送受信を行なう
超音波プローブと、この超音波プローブによる超音波の走査面の三次元空間における位置
を検出する走査面位置検出部と、前記被検体に刺入される穿刺針の前記三次元空間におけ
る位置を検出する位置センサと、前記超音波プローブによる超音波の走査面において設定
された基準点と前記穿刺針との前記三次元空間における距離を、前記基準点が設定された
前記走査面の前記検出された位置情報と前記位置センサによって検出された位置情報とに
基づいて算出する距離算出部と、この距離算出部で算出された距離の時間変化を示す図形
を表示部に表示させる図形表示制御部と、を備えることを特徴とする超音波診断装置であ
る。
【発明の効果】
【０００７】
　上記観点の発明によれば、前記距離算出部によって、前記基準点と前記穿刺針との距離
が算出される。そして、前記図形表示制御部によって、前記距離の時間変化を示す図形が
表示されるので、操作者は、穿刺針が抜けているか否かを容易に確認することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明の実施形態における超音波診断装置の概略構成の一例を示すブロック図で
ある。
【図２】図１に示された超音波診断装置における表示処理部の構成を示すブロック図であ
る。
【図３】第一実施形態の超音波診断装置の作用を示すフローチャートである。
【図４】表示部に表示されたＢモード画像において基準点を設定する入力を説明する図で
ある。
【図５】グラフが表示された表示部を示す図である。
【図６】穿刺針が抜け始めた時のグラフが表示された表示部を示す図である。
【図７】穿刺針が元の位置に戻った後のグラフが表示された表示部を示す図である。
【図８】穿刺針を抜いて処理が終了した時のグラフが表示された表示部を示す図である。
【図９】第一実施形態の第二変形例における超音波診断装置の概略構成の一例を示すブロ
ック図である。
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【図１０】第一実施形態の第二変形例における表示処理部の構成を示すブロック図である
。
【図１１】第二実施形態の超音波診断装置の作用を示すフローチャートである。
【図１２】第二実施形態において、表示部に表示されたＢモード画像において基準点を設
定する入力を説明する図である。
【図１３】第二実施形態において、グラフが表示された表示部を示す図である。
【図１４】穿刺針が抜け始めた時のグラフが表示された表示部を示す図である。
【図１５】穿刺針が元の位置に戻った後のグラフが表示された表示部を示す図である。
【図１６】基準点と穿刺針の先端部との距離が所定の閾値を超えた場合のグラフが表示さ
れた表示部を示す図である。
【図１７】第二実施形態の変形例において、距離を示す図形の他例が表示された表示部を
示す図である。
【図１８】図１７に示された距離を示す図形の拡大図である。
【図１９】第三実施形態の超音波診断装置の作用を示すフローチャートである。
【図２０】バー及び矢印が表示された表示部を示す図である。
【図２１】バー及び矢印に加えて破線が表示された表示部を示す図である。
【図２２】実施形態の他例における超音波診断装置の概略構成の一例を示すブロック図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、本発明の実施形態について説明する。
（第一実施形態）
　先ず、第一実施形態について説明する。図１に示す超音波診断装置１は、超音波プロー
ブ２、送受信ビームフォーマ３、エコーデータ処理部４、表示処理部５、表示部６、操作
部７、制御部８、記憶部９を備える。前記超音波診断装置１は、コンピュータ（ｃｏｍｐ
ｕｔｅｒ）としての構成を備えている。
【００１０】
　前記送受信ビームフォーマ３、前記エコーデータ処理部４、前記表示処理部５、前記表
示部６、前記操作部７、前記制御部８、前記記憶部９は、前記超音波診断装置１の装置本
体（図示省略）に設けられている。また、この装置本体と前記超音波プローブ２がケーブ
ルを介して接続されている。
【００１１】
　前記超音波プローブ２は、アレイ状に配置された複数の超音波振動子（図示省略）を有
して構成され、この超音波振動子によって被検体に対して超音波を送信し、そのエコー信
号を受信する。前記超音波プローブ２は、本発明における超音波プローブの実施の形態の
一例である。
【００１２】
　前記超音波プローブ２には、例えばホール素子で構成される前記第一磁気センサ１０が
設けられている。この第一磁気センサ１０は、例えば第一磁気センサ取付具（図示省略）
を介して前記超音波プローブ２に取り付けられる。
【００１３】
　前記第一磁気センサ１０により、例えば磁気発生コイルで構成される磁気発生部１１か
ら発生する磁気が検出されるようになっている。前記磁気発生部１１から発生する磁気に
より、三次元空間における座標系が形成される。この座標系は、前記磁気発生部１１を原
点とする座標系である。前記磁気発生部１１は、前記超音波プローブ２による超音波の送
受信が行われる被検体以外の部分に設置される。
【００１４】
　前記第一磁気センサ１０における検出信号は、前記表示処理部５へ入力されるようにな
っている。前記第一磁気センサ１０における検出信号は、図示しないケーブルを介して前
記表示処理部５へ入力されてもよいし、無線で前記表示処理部５へ入力されてもよい。前
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記磁気発生部１１及び前記第一磁気センサ１０は、後述のように前記超音波プローブ２の
位置及び傾きを検出するために設けられている。
【００１５】
　前記送受信ビームフォーマ３は、前記超音波プローブ２から所定の走査条件で超音波を
送信するための電気信号を、前記制御部８からの制御信号に基づいて前記超音波プローブ
２に供給する。また、前記送受信ビームフォーマ３は、前記超音波プローブ２で受信した
エコー信号について、整相加算処理等の信号処理を行ない、信号処理後のエコーデータを
前記エコーデータ処理部４へ出力する。
【００１６】
　前記エコーデータ処理部４は、前記送受信ビームフォーマ３から出力されたエコーデー
タに対し、超音波画像を作成するための処理を行なう。例えば、前記エコーデータ処理部
４は、対数圧縮処理、包絡線検波処理等のＢモード処理を行ってＢモードデータを作成す
る。
【００１７】
　前記表示処理部５は、図２に示すように、第一位置算出部５１、第二位置算出部５２、
基準点特定部５３、距離算出部５４、画像表示制御部５５、図形表示制御部５６を有する
。前記第一位置算出部５１は、前記第一磁気センサ１０からの磁気検出信号に基づいて、
前記磁気発生部１１を原点とする三次元空間の座標系における前記超音波プローブ２の位
置及び傾きの情報（以下、「プローブ位置情報」と云う）を算出する。さらに、前記第一
位置算出部５１は、前記プローブ位置情報に基づいてエコー信号の前記三次元空間の座標
系における位置情報を算出する。この位置情報の算出により、前記超音波プローブ２によ
る超音波の走査面の前記三次元空間の座標系における位置情報が特定される。
【００１８】
　前記第一磁気センサ１０、前記磁気発生部１１及び前記位置算出部５１は、本発明にお
ける走査面位置検出部の実施の形態の一例である。また、前記第一磁気センサ１０による
磁気検出に基づく前記位置算出部５１による走査面位置検出機能は、本発明における走査
面位置検出機能の実施の形態の一例である。
【００１９】
　前記第二位置算出部５２は、前記磁気発生部１１を原点とする三次元空間における座標
系における穿刺針１２（図１参照）における所要の部分の位置を特定する。詳細に説明す
る。前記穿刺針１２には、例えばホール素子で構成される第二磁気センサ１３が設けられ
ている。例えば、前記第二磁気センサ１３は、前記穿刺針１２の先端部に設けられる。た
だし、前記第二磁気センサ１３が設けられる位置は、前記穿刺針１２の先端部に限られる
ものではない。前記第二磁気センサ１３は、本発明における位置センサの実施の形態の一
例である。
【００２０】
　前記第二磁気センサ１３により、前記磁気発生部１１から発生する磁気が検出される。
前記第二磁気センサ１３における検出信号は、前記表示処理部５へ入力される。前記第二
位置算出部５２は、第二磁気センサ１３からの磁気検出信号に基づいて、前記磁気発生部
１１を原点とする三次元空間における座標系における前記穿刺針１２の先端部の位置情報
を算出する。
【００２１】
　前記基準点特定部５３は、後述するように、超音波の走査面において設定された基準点
の前記三次元空間における位置を特定し、その位置情報を前記記憶部９にさせる。
【００２２】
　前記距離算出部５４は、前記三次元空間における前記基準点と前記穿刺針１２との距離
を算出する。この距離は、前記基準点と前記穿刺針１２における所要の部分との距離であ
る。詳細は後述する。前記距離算出部５４は、本発明における距離算出部の実施の形態の
一例である。また、前記距離算出部５４による距離算出機能は、本発明における距離算出
機能の実施の形態の一例である。
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【００２３】
　前記画像表示制御部５５は、前記エコーデータ処理部４から入力されたデータを、スキ
ャンコンバータ（Ｓｃａｎ　Ｃｏｎｖｅｒｔｅｒ）によって走査変換して超音波画像デー
タを作成する。例えば、前記画像表示制御部５５は、Ｂモードデータを走査変換してＢモ
ード画像データを作成する。
【００２４】
　また、前記画像表示制御部５５は、前記超音波画像データに基づいて前記表示部６に超
音波画像を表示させる。超音波画像は、例えば前記Ｂモード画像データに基づくＢモード
画像である。
【００２５】
　前記図形表示制御部５６は、前記距離算出部５４で算出された距離の時間変化を示す図
形を表示させる。詳細は後述する。前記図形表示制御部５６は、本発明における図形表示
制御部の実施の形態の一例である。
【００２６】
　前記表示部６は、ＬＣＤ（Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄｉｓｐｌａｙ）や有機Ｅ
Ｌ（Ｅｌｅｃｔｒｏ－Ｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｃｅ）ディスプレイなどである。前記表示部
６は、本発明における表示部の実施の形態の一例である。
【００２７】
　前記操作部７は、特に図示しないが、操作者が指示や情報を入力するためのキーボード
（ｋｅｙｂｏａｒｄ）や、トラックボール（ｔｒａｃｋｂａｌｌ）等のポインティングデ
バイス（ｐｏｉｎｔｉｎｇ　ｄｅｖｉｃｅ）などを含んで構成されている。前記操作部７
は、本発明における入力部の実施の形態の一例である。
【００２８】
　前記制御部８は、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）等のプ
ロセッサである。この制御部８は、前記記憶部９に記憶されたプログラムを読み出し、前
記超音波診断装置１の各部における機能を実行させる。例えば、前記制御部８は、前記記
憶部９に記憶されたプログラムを読み出し、読み出されたプログラムにより、前記送受信
ビームフォーマ３、前記エコーデータ処理部４及び前記表示処理部５の機能を実行させる
。
【００２９】
　前記制御部８は、前記送受信ビームフォーマ３の機能のうちの全て、前記エコーデータ
処理部４の機能のうちの全て及び前記表示処理部５の機能のうちの全ての機能をプログラ
ムによって実行してもよいし、一部の機能のみをプログラムによって実行してもよい。前
記制御部８が一部の機能のみを実行する場合、残りの機能は回路等のハードウェアによっ
て実行されてもよい。
【００３０】
　なお、前記送受信ビームフォーマ３、前記エコーデータ処理部４及び前記表示処理部５
の機能は、回路等のハードウェアによって実現されてもよい。
【００３１】
　前記記憶部９は、ＨＤＤ（Ｈａｒｄ　Ｄｉｓｋ　Ｄｒｉｖｅ：ハードディスクドライブ
）や、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）やＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎ
ｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）等の半導体メモリ（Ｍｅｍｏｒｙ）などである。前記記憶部９は、
本発明における記憶部の実施の形態の一例である。
【００３２】
　前記超音波診断装置１は、前記記憶部９として、前記ＨＤＤ、前記ＲＡＭ及び前記ＲＯ
Ｍの全てを有していてもよい。また、前記記憶部９は、ＣＤ（Ｃｏｍｐａｃｔ　Ｄｉｓｋ
）やＤＶＤ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｖｅｒｓａｔｉｌｅ　Ｄｉｓｋ）などの可搬性の記憶媒体
であってもよい。
【００３３】
　前記制御部８によって実行されるプログラムは、ＨＤＤやＲＯＭなどの非一過性の記憶
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媒体に記憶されている。また、前記プログラムは、ＣＤ（Ｃｏｍｐａｃｔ　Ｄｉｓｋ）や
ＤＶＤ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｖｅｒｓａｔｉｌｅ　Ｄｉｓｋ）などの可搬性を有し非一過性
の記憶媒体に記憶されていてもよい。
【００３４】
　さて、本例の超音波診断装置１の作用について図３のフローチャートに基づいて説明す
る。ステップＳ１において、操作者は、前記超音波プローブ２によって、被検体に対して
超音波の送受信を行なう。これにより、前記表示部６にＢモード画像が表示される。Ｂモ
ード画像が表示されると、このＢモード画像において、操作者は基準点を設定する入力を
行なう。具体的には、操作者は、前記操作部９を用いて、図４に示すように、カーソルＣ
を、前記Ｂモード画像ＢＩに表示された基準点として指定する位置まで移動させ、位置を
確定する入力を行なう。この入力により、基準点Ｐ１を設定する入力が完了し、確定され
たカーソルＣの位置が基準点Ｐ１の位置となる。
【００３５】
　前記Ｂモード画像ＢＩには、穿刺針取付具（図示省略）を介して前記超音波プローブ２
に取り付けられた前記穿刺針１２が刺入される予定の経路を示すガイドラインＧＬが表示
されている。前記カーソルＣは、前記ガイドラインＧＬ上に設定されることが望ましい。
図４では、前記カーソルＣは、前記Ｂモード画像ＢＩに表示された前記ガイドラインＧＬ
において、体表に最も近い部分に設定されている。
【００３６】
　前記カーソルＣの位置を確定する入力がなされると、前記基準点特定部５３は、前記カ
ーソルＣの位置を確定する入力がなされた超音波の走査面について前記第一位置算出部５
１によって検出された位置情報に基づいて、前記基準点Ｐ１の前記三次元空間における位
置を特定する。そして、前記基準点特定部５３は、前記基準点Ｐ１の前記三次元空間にお
ける位置を前記記憶部９に記憶させる。
【００３７】
　操作者は、前記穿刺針１２を刺入する断面のＢモード画像が表示されるよう、前記超音
波プローブ２の位置及び角度を調節して、前記穿刺針１２を刺入する断面のＢモード画像
を表示させる。その後、操作者は、ステップＳ２において、被検体に対する前記穿刺針１
２の刺入を開始する。
【００３８】
　次に、ステップＳ３では、図５に示すように、前記図形表示制御部５６が、前記表示部
６にグラフＧＲ１を表示させる。このグラフＧＲ１は、前記基準点Ｐ１と前記穿刺針１２
の先端部との前記三次元空間における距離Ｄ１の時間変化を示すグラフである。前記距離
Ｄ１は、前記距離算出部５４によって算出される。前記距離算出部５４は、前記記憶部９
に記憶された前記基準点Ｐ１の前記三次元空間における位置と、前記第二位置算出部５２
によって算出される前記穿刺針１２の先端部の前記三次元空間における位置とに基づいて
、前記距離Ｄ１を算出する。
【００３９】
　本例では、前記グラフＧＲ１は、横軸が時間、縦軸が前記距離Ｄ１を示す。縦軸の上端
における横軸との交点は、前記基準点Ｐ１の位置を示し、距離Ｄ１が零であることを示す
。また、縦軸は、下方向へ延びており、下方ほど距離Ｄ１が大きくなる。従って、前記穿
刺針１２が刺入されて先端部の位置が深くなるにつれて、前記グラフＧＲ１は下方へ向か
う。また、前記グラフＧＲ１において、最も右の位置が現在を示す。
【００４０】
　前記穿刺針１２が目標位置まで到達すると、操作者は生体組織の採取や焼灼治療を行な
う。前記穿刺針１２が目標位置まで到達した後、抜け始めると、図６に示すように、前記
グラフＧＲ１が上方へ向かう。従って、操作者は、前記グラフＧＲ１によって、前記穿刺
針１２が抜け始めたことを容易に確認することができ、元の位置まで前記穿刺針１２を戻
すことができる。操作者は、図７に示すように前記グラフＧＲ１を確認することにより、
前記穿刺針１２が元の位置まで戻ったことを容易に把握することができる。
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【００４１】
　前記穿刺針１２を用いてラジオ波による焼灼治療が行われている時には、Ｂモード画像
ＢＩにおいて前記穿刺針１２を確認することが困難である。しかし、前記第二磁気センサ
１３の検出信号に基づいて前記穿刺針１２の先端部の位置が検出され、前記グラフＧＲ１
が表示されるので、前記穿刺針１２が抜け始めたことを確認することができる。
【００４２】
　生体組織が採取され、または焼灼治療が終了になると、操作者は前記穿刺針１２を被検
体から抜き、処理は終了になる。前記穿刺針１２が抜かれる時は、図８に示すように、前
記グラフＧＲ１は上方へ向かう。
【００４３】
　次に、第一実施形態の変形例について説明する。先ず、第一変形例について説明する。
上記実施形態では、Ｂモード画像ＢＩにおいて、操作者が前記基準点Ｐ１を設定する入力
を行なっているが、前記基準点Ｐ１は、操作者の入力によって設定される場合には限られ
ない。前記基準点Ｐ１は、前記超音波プローブ２による超音波の走査面において予め設定
されていてもよい。例えば、前記基準点Ｐ１は、Ｂモード画像の表示範囲における穿刺ガ
イドライン上の最も体表に近い部分（前記図４において前記カーソルが設定された位置と
同じ位置）に予め設定されていてもよい。
【００４４】
　前記基準点特定部５３は、Ｂモード画像の走査面について、前記第一位置算出部５１に
よって検出された位置情報に基づいて、予め設定された前記基準点Ｐ１の前記三次元空間
における位置を特定し、その位置の情報を前記記憶部９に記憶する。
【００４５】
　前記超音波プローブ２の位置や傾きが変わった場合、前記Ｂモード画像の走査面の位置
が変わるので、前記走査面について予め設定された前記基準点Ｐ１の前記三次元空間にお
ける位置も変わる。そこで、前記基準点特定部５３は、前記第一位置算出部５１によって
算出される走査面の位置が変化すると、変化後の走査面の位置情報に基づいて、前記記憶
部９に記憶された前記基準点Ｐ１の位置情報を更新してもよい。この場合、前記距離算出
部５４は、前記記憶部９に記憶された最新の前記基準点Ｐ１の位置情報を用いて前記距離
Ｄ１の算出を行なってもよい。
【００４６】
　なお、上記実施形態において、前記カーソルＣによって前記基準点Ｐ１を設定する場合
においても、前記第一位置算出部５１によって算出される走査面の位置が変化した場合、
変化後の走査面の位置情報に基づいて、前記記憶部９に記憶された前記基準点Ｐ１の位置
情報を更新してもよい。そして、最新の前記基準点Ｐ１の位置情報を用いて前記距離Ｄ１
の算出が行なわれてもよい。
【００４７】
　次に、第二変形例について説明する。前記三次元空間における座標系は、前記磁気発生
部１１を原点とする座標系に限られるものではない。前記三次元空間における座標系は、
被検体における所要の点を原点とする座標系であってもよい。例えば、図９に示すように
、被検体Ｐａの体表面に固定される第三磁気センサ１４を原点とする座標系であってもよ
い。
【００４８】
　前記第三磁気センサ１４は、前記磁気発生部１１から発生する磁気を検出する。前記第
三磁気センサ１４における検出信号は、前記表示処理部５へ入力される。前記表示処理部
５は、図１０に示すように、第三位置算出部５７を有している。この第三位置算出部５７
は、前記第三磁気センサ１４の検出信号に基づいて、前記磁気発生部１１を原点とする座
標系における前記第三磁気センサ１４の位置を算出する。そして、前記第三位置算出部５
７によって算出される第三磁気センサ１４の位置を原点とする座標系において、前記第一
位置算出部５１は、前記第一磁気センサ１０の検出信号に基づいて前記超音波プローブ２
の位置及び傾きを算出する。また、同様に前記第二位置算出部５２は、前記第三磁気セン



(10) JP 2016-59481 A 2016.4.25

10

20

30

40

50

サ１４の位置を原点とする座標系において、前記第二磁気センサ１３の検出信号に基づい
て前記穿刺針１２の先端部の位置を算出する。
【００４９】
　被検体が動いた場合、前記磁気発生部１１を原点とする座標系における前記超音波プロ
ーブ２や前記穿刺針１２の先端部の位置が変わっても、前記第三磁気センサ１４の位置も
変わるので、この第三磁気センサ１４を原点とする座標系において検出される超音波プロ
ーブ２及び前記穿刺針１２の位置は変わらない。従って、前記記憶部９に記憶された位置
情報を更新する必要がない。
【００５０】
（第二実施形態）
　次に、第二実施形態について説明する。第二実施形態の超音波診断装置１は、第一実施
形態と作用において異なっている。
【００５１】
　図１１のフローチャートに基づいて第二実施形態の超音波診断装置の作用を説明する。
先ず、ステップＳ１１では、操作者は、前記穿刺針１２を刺入する断面のＢモード画像Ｂ
Ｉが前記表示部６に表示されるよう、前記超音波プローブ２の位置及び角度を調節して、
前記穿刺針１２を刺入する断面のＢモード画像ＢＩを表示させる。その後、操作者は、被
検体に対する前記穿刺針１２の刺入を開始する。
【００５２】
　次に、ステップＳ１２では、操作者は基準点Ｐ２を設定する入力を行なう。具体的には
、操作者は、前記穿刺針１２の先端を目標位置まで到達させる。そして、操作者は、前記
操作部９を用いて、図１２に示すように、目標位置まで到達した前記穿刺針１２の先端部
にカーソルＣを合わせ、その位置を確定する入力を行なう。この入力により、基準点Ｐ２
を設定する入力が完了し、確定されたカーソルＣの位置が基準点Ｐ２の位置となる。従っ
て、前記穿刺針１２が刺入される目標位置が前記基準点Ｐ２となる。
【００５３】
　前記基準点特定部５３は、前記カーソルＣの位置を確定する入力がなされた超音波の走
査面について、前記第一位置算出部５１によって検出された位置情報に基づいて、前記基
準点Ｐ２の前記三次元空間における位置を特定する。そして、前記基準点特定部５３は、
前記基準点Ｐ２の前記三次元空間における位置を前記記憶部９に記憶させる。
【００５４】
　次に、ステップＳ１３では、図１３に示すように、前記図形表示制御部５６が、前記表
示部６にグラフＧＲ２を表示させる。このグラフＧＲ２は、前記基準点Ｐ２と前記穿刺針
１２の先端部との前記三次元空間における距離Ｄ２の時間変化を示すグラフである。前記
距離算出部５４は、前記記憶部９に記憶された前記基準点Ｐ２の前記三次元空間における
位置と、前記第二位置算出部５２によって算出される前記穿刺針１２の先端部の前記三次
元空間における位置とに基づいて、前記距離Ｄ２を算出する。
【００５５】
　前記グラフＧＲ２は、横軸が時間、縦軸が前記距離Ｄ２を示す。縦軸における横軸との
交点は、前記基準点Ｐ２の位置を示し、前記距離Ｄ２が零であることを示す。前記グラフ
ＧＲ２が、横軸よりも上方の位置であれば、前記穿刺針１２の先端部が前記基準点Ｐ２よ
りも体表側に位置していることを意味する。一方、前記グラフＧＲ２が、横軸よりも下方
の位置であれば、前記穿刺針１２の先端部が前記基準点Ｐ２よりも深部に位置しているこ
とを意味する。横軸から離れるほど、前記距離Ｄ２が大きくなる。
【００５６】
　前記穿刺針１２が抜け始めると、図１４に示すように、前記グラフＧＲ２が横軸から離
れ情報へ向かう。従って、操作者は、前記グラフＧＲ２によって、前記穿刺針１２が抜け
始めたことを容易に確認することができ、元の位置まで前記穿刺針１２を戻すことができ
る。操作者は、図１５に示すように前記グラフＧＲ２を確認することにより、前記穿刺針
１２が元の位置まで戻ったことを容易に把握することができる。
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【００５７】
　前記図形表示制御部５６は、前記距離Ｄ２が所定の閾値Ｄｔｈを超えた場合、図１６に
示すように、前記グラフＧＲ２の右端部（現在の位置）に、円ＣＣを表示させてもよい。
前記円ＣＣを表示する前記表示部６は、本発明における報知部の実施の形態の一例である
。
【００５８】
　前記円ＣＣが表示されることによって、操作者は、前記穿刺針１２が抜け始めたことを
より容易に把握することができる。
【００５９】
　この第二実施形態においても、上述の第一実施形態の第一変形例と同様に、前記基準点
特定部５３は、前記第一位置算出部５１によって算出される走査面の位置が変化すると、
変化後の走査面の位置情報に基づいて、前記記憶部９に記憶された前記基準点Ｐ２の位置
情報を更新してもよい。この場合、前記距離算出部５４は、前記記憶部９に記憶された最
新の前記基準点Ｐ２の位置情報を用いて前記距離Ｄ２の算出を行なってもよい。
【００６０】
　また、上述の第一実施形態の第二変形例と同様に、前記三次元空間における座標系は、
被検体の体表面に固定される第三磁気センサ１４を原点とする座標系であってもよい。
【００６１】
　次に、第二実施形態の変形例について説明する。前記図形表示制御部５６は、前記距離
Ｄ２の時間変化を示す図形として、前記グラフＧＲ２の代わりに、図１７に示すように、
バーＢＡ、破線ＤＬ、矢印ＡＲからなる図形を、前記表示部６に表示させてもよい。
【００６２】
　前記バーＢＡは、長方形状であり、長軸方向が距離を示す。前記バーＢＡは、本発明に
おいて、距離を示す長尺状の図形の実施の形態の一例である。前記バーＢＡに表示された
前記破線ＤＬは、前記バーＢＡにおいて前記基準点Ｐ２の位置を示す。前記破線ＤＬは、
本発明において、基準点の位置を示す図形の実施の形態の一例である。
【００６３】
　前記矢印ＡＲは、本発明における指示図形の実施の形態の一例であり、前記バーＢＡに
おいて、前記距離Ｄ２を示している。前記矢印ＡＲは、図１８に示すように、前記距離Ｄ
２に応じて、前記バーＢＡに沿って上下方向に移動する。前記矢印ＡＲが、前記破線ＤＬ
よりも上方の位置であれば、前記穿刺針１２の先端部が前記基準点Ｐ２よりも体表側に位
置していることを意味する。一方、前記矢印ＡＲが、前記破線ＤＬよりも下方の位置であ
れば、前記前記穿刺針１２の先端部が前記基準点Ｐ２よりも深部に位置していることを意
味する。前記バーＢＡにおいて、前記破線ＤＬと前記矢印ＡＲとの間の長さは、前記基準
点Ｐ２と前記穿刺針１２の先端部との距離Ｄ２を示す。前記矢印ＡＲが、前記破線ＤＬか
ら離れるほど、前記距離Ｄ２が大きくなる。従って、操作者は、前記破線ＤＬに対する前
記矢印ＡＲの位置によって、前記穿刺針１２が抜け始めたかどうかを容易に確認すること
ができる。
【００６４】
（第三実施形態）
　次に、第三実施形態について説明する。第三実施形態の超音波診断装置１は、第一、第
二実施形態と作用において異なっている。
【００６５】
　図１９のフローチャートに基づいて第三実施形態の超音波診断装置の作用を説明する。
先ず、ステップＳ２１では、前記ステップＳ１と同様に、前記カーソルＣを用いて前記基
準点Ｐ１を設定する（図４参照）。前記ステップＳ１と同様、前記基準点Ｐ１の位置は、
前記Ｂモード画像ＢＩに表示された前記穿刺ガイドラインＧＬにおいて、体表に最も近い
部分である。次に、ステップＳ２２では、前記ステップＳ２と同様に、操作者は被検体に
対する前記穿刺針１２の刺入を開始する。
【００６６】
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　次に、ステップＳ２３では、図２０に示すように、前記図形表示制御部５６が、前記表
示部６に、前記バーＢＡ及び前記矢印ＡＲからなる図形を表示させる。本例では、前記バ
ーＢＡの上端が前記基準点Ｐ１の位置を示す。前記バーＢＡにおいて、その上端と前記矢
印ＡＲの間の長さは、前記基準点Ｐ１と前記穿刺針１２の先端との距離Ｄ１を示す。従っ
て、前記穿刺針１２の先端部の位置が深くなるにつれ、前記矢印ＡＲは前記バーＢＡに沿
って下方へ移動する。
【００６７】
　次に、ステップＳ２４では、前記第二実施形態のステップＳ１２と同様に、操作者は、
前記穿刺針１２の先端を目標位置まで到達させた後、前記カーソルＣを用いて基準点Ｐ２
を設定する（図１２参照）。前記第二実施形態と同様、前記基準点Ｐ２は、前記穿刺針１
２が刺入される目標位置である。
【００６８】
　前記ステップＳ２４において前記基準点Ｐ２が設定されると、ステップＳ２５では、前
記図形表示制御５６は、図２１に示すように、前記バーＢＡに、前記基準点Ｐ２の位置を
示す前記破線ＤＬを表示させる。前記バーＢＡにおいて、前記破線ＤＬは、前記基準点Ｐ
２が設定された時の前記矢印ＡＲの位置に表示される。
【００６９】
　前記バーＢＡにおいて、前記破線ＤＬと前記矢印ＡＲとの間の長さは、前記基準点Ｐ２
と前記穿刺針１２の先端部との距離Ｄ２を示す。従って、本例によっても、前記第二実施
形態の変形例と同様に、前記破線ＤＬに対する前記矢印ＡＲの位置によって、前記穿刺針
１２が抜け始めたかどうかを容易に確認することができる。
【００７０】
　以上、本発明を前記実施形態によって説明したが、本発明はその主旨を変更しない範囲
で種々変更実施可能なことはもちろんである。例えば、前記第二実施形態において、前記
距離Ｄ２が所定の閾値Ｄｔｈを超えた場合、前記円ＣＣが表示される代わりに、前記グラ
フＧＲ２の色が変わったり、前記グラフＧＲが点滅したりしてもよい。また、前記穿刺ガ
イドラインＧＬの色が変わったり点滅したりしてもよい。さらに、前記制御部８が、図２
２に示す超音波診断装置１のスピーカー１５から、前記距離Ｄ２が所定の閾値Ｄｔｈを超
えたことを示すアラーム音を出力させてもよい。この場合、前記スピーカー１５は、本発
明における報知部の実施の形態の一例である。
【符号の説明】
【００７１】
　　１　超音波診断装置
　　２　超音波プローブ
　　６　表示部
　　７　操作部
　　８　制御部
　　９　記憶部
　　１０　第一磁気センサ
　　１１　磁気発生部
　　１２　穿刺針
　　１３　第二磁気センサ
　　５１　第一位置算出部
　　５２　第二位置算出部
　　５３　基準点特定部
　　５４　距離算出部
　　５６　図形表示制御部
　　Ｐ１，Ｐ２　基準点
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